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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被測定部位を取り巻く血圧測定用カフと、
　上記血圧測定用カフに対向して取り付けられた本体と、
　上記本体の上記血圧測定用カフと反対側の外面に沿って広がりを有して配置され、被験
者の血圧に関連する情報を表示する表示部と、
　上記本体の内部で上記表示部よりも上記外面から遠い位置に配置された発光部と
を備え、
　上記表示部は、上記本体の内部から上記外面へ向かう第１の方向に、反射板、第１の偏
光板、液晶表示素子および第２の偏光板を順に有し、
　上記反射板および上記第１の偏光板は、上記発光部からの光を上記第１の方向に沿って
上記液晶表示素子および上記第２の偏光板を通って出射させるように、上記発光部に対応
する領域が切り欠かれていることを特徴とする血圧計。
【請求項２】
　請求項１に記載の血圧計において、
　上記本体は、
　予め定められた基準方向に対する上記被測定部位の角度を検出するための角度検出部と
、
　上記角度検出部によって検出された角度に基づいて上記発光部を発光させる制御を行う
発光制御部と
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を有することを特徴とする血圧計。
【請求項３】
　請求項２に記載の血圧計において、
　上記発光部は、上記血圧測定用カフの幅方向に沿って一列に配置された３つの発光素子
を有し、
　上記発光制御部は、上記検出された角度が予め定められた範囲内のとき上記３つの発光
素子のうち中央に配置された第１の発光素子を発光させ、上記検出された角度が予め定め
られた範囲よりも大きいとき上記３つの発光素子のうち片側に配置された第２の発光素子
を発光させ、上記検出された角度が予め定められた範囲よりも小さいとき上記３つの発光
素子のうち他側に配置された第３の発光素子を発光させることを特徴とする血圧計。
【請求項４】
　請求項３に記載の血圧計において、
　上記第１の発光素子の発光色と上記第２，第３の発光素子の発光色とが異なることを特
徴とする血圧計。
【請求項５】
　請求項３または４に記載の血圧計において、
　上記本体は、上記３つの発光素子からのそれぞれの出射光を仕切る仕切部を有すること
を特徴とする血圧計。
【請求項６】
　請求項５に記載の血圧計において、
　上記本体は、上記反射板と上記３つの発光素子との間に、上記液晶表示素子の平面寸法
と実質的に同じ平面寸法を有するホルダを有し、
　上記ホルダは、上記第１の方向に対して垂直な方向に関して上記３つの発光素子のそれ
ぞれに対応する領域に、上記発光素子からの光を上記第１の方向に通す発光経路を有し、
　上記ホルダのうち隣接する上記発光経路の間に相当する部分が上記仕切部を形成してい
ることを特徴とする血圧計。
【請求項７】
　請求項６に記載の血圧計において、
　上記ホルダは、上記第１の方向に関して上記発光素子の寸法を超える厚みを有し、
　上記発光経路の上記第１の方向に対して垂直な方向の寸法は、上記第１の方向に向かう
につれて大きくなっていることを特徴とする血圧計。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、液晶表示部を備える血圧計に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、この種の血圧計としては、例えば特開２０１１－１３９８２９号公報（特許文献
１）に記載されたものがある。この血圧計は、本体と、本体の表面に設けられたセグメン
ト液晶パネルと、本体の表面においてセグメント液晶パネルとは異なる領域に設けられた
ＬＥＤとを備えている。そして、セグメント液晶パネルは、被験者の血圧に関連する情報
を表示する。また、ＬＥＤは、血圧測定時における被験者の姿勢を示す姿勢情報を表示す
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１１－１３９８２９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
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　しかし、上記従来の血圧計では、ＬＥＤを本体の表面においてセグメント液晶パネルと
は異なる領域に配置しているため、血圧計の本体が大きくなり、小型化を図ることが困難
であるという問題がある。
【０００５】
　また、例えばセグメント液晶パネルの代わりに半透過型の液晶パネルを使用すれば、正
面から見てＬＥＤを液晶パネルと重なる位置に配置できて、製品の小型化を実現できるが
、半透過型の液晶パネルを通過したＬＥＤからの出射光は不鮮明になる。このため、ＬＥ
Ｄによって血圧測定時における被験者の姿勢情報を明確に示すことができず、ユーザビリ
ティ（使い勝手）が低下するという問題がある。
【０００６】
　そこで、この発明の課題は、ユーザビリティを低下させることなく製品の小型化を図る
ことができる血圧計を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するため、この発明の血圧計は、
　被測定部位を取り巻く血圧測定用カフと、
　上記血圧測定用カフに対向して取り付けられた本体と、
　上記本体の上記血圧測定用カフと反対側の外面に沿って広がりを有して配置され、被験
者の血圧に関連する情報を表示する表示部と、
　上記本体の内部で上記表示部よりも上記外面から遠い位置に配置された発光部と
を備え、
　上記表示部は、上記本体の内部から上記外面へ向かう第１の方向に、反射板、第１の偏
光板、液晶表示素子および第２の偏光板を順に有し、
　上記反射板および上記第１の偏光板は、上記発光部からの光を上記第１の方向に沿って
上記液晶表示素子および上記第２の偏光板を通って出射させるように、上記発光部に対応
する領域が切り欠かれていることを特徴とする。
【０００８】
　本明細書で、「血圧に関連する情報」とは、最高血圧である収縮期血圧（ＳＢＰ（Syst
olic Blood Pressure））、最低血圧である拡張期血圧（ＤＢＰ（Diastolic Blood Press
ure））および脈拍数などを広く指す。
【０００９】
　この発明の血圧計では、上記表示部の反射板および第１の偏光板は、上記発光部に対応
する領域が切り欠かれており、上記発光部からの光を上記第１の方向に沿って上記液晶表
示素子および第２の偏光板を通って出射させる。このため、上記発光部を上記第１の方向
に関して上記表示部と重ね合わせて配置できるので、上記第１の方向に対して垂直な方向
に関して上記本体の面積を小さくできて、血圧計の小型化を実現できる。また、上記発光
部から上記液晶表示素子および第２の偏光板を通って出射した光は、例えば半透過型の液
晶パネルを通って出射した光に比べて鮮明になる。そこで、例えば上記発光部によって血
圧測定時における被験者の姿勢情報を示すようにすれば、被験者の姿勢情報を明確に示す
ことができる。したがって、この血圧計によれば、ユーザビリティを低下させることなく
製品の小型化を図ることができる。
【００１０】
　一実施形態の血圧計では、
　上記本体は、
　予め定められた基準方向に対する上記被測定部位の角度を検出するための角度検出部と
、
　上記角度検出部によって検出された角度に基づいて上記発光部を発光させる制御を行う
発光制御部と
を有することを特徴とする。
【００１１】
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　この一実施形態の血圧計では、上記角度検出部によって検出された角度に基づいて上記
発光部を発光させる。このため、上記発光部によって血圧測定時における上記被測定部位
の角度、すなわち被験者の姿勢情報を明確に示すことができる。したがって、被験者は、
この姿勢情報に基づいて正しい姿勢で血圧を測定できる。
【００１２】
　一実施形態の血圧計では、
　上記発光部は、上記血圧測定用カフの幅方向に沿って一列に配置された３つの発光素子
を有し、
　上記発光制御部は、上記検出された角度が予め定められた範囲内のとき上記３つの発光
素子のうち中央に配置された第１の発光素子を発光させ、上記検出された角度が予め定め
られた範囲よりも大きいとき上記３つの発光素子のうち片側に配置された第２の発光素子
を発光させ、上記検出された角度が予め定められた範囲よりも小さいとき上記３つの発光
素子のうち他側に配置された第３の発光素子を発光させることを特徴とする。
【００１３】
　この一実施形態の血圧計では、上記検出された角度が予め定められた範囲内のとき第１
の発光素子が発光し、上記検出された角度が予め定められた範囲よりも大きいとき第２の
発光素子が発光し、上記検出された角度が予め定められた範囲よりも小さいと第３の発光
素子が発光する。このため、上記第１から第３までの発光素子のうち、どの発光素子が発
光しているかによって、被験者の姿勢情報をより明確に示すことができる。したがって、
被験者は、この姿勢情報に基づいて正しい姿勢で血圧をより確実に測定できる。
【００１４】
　一実施形態の血圧計では、上記第１の発光素子の発光色と上記第２，第３の発光素子の
発光色とが異なることを特徴とする。
【００１５】
　この一実施形態の血圧計では、上記第１の発光素子の発光色と上記第２，第３の発光素
子の発光色とが異なるので、上記第１から第３までの発光素子によって被験者の姿勢情報
をより明確に示すことができる。したがって、被験者は、この姿勢情報に基づいて正しい
姿勢で血圧をより確実に測定できる。
【００１６】
　一実施形態の血圧計では、上記本体は、上記３つの発光素子からのそれぞれの出射光を
仕切る仕切部を有することを特徴とする。
【００１７】
　この一実施形態の血圧計では、上記３つの発光素子からのそれぞれの出射光は、仕切部
によって仕切られるので、どの発光素子が発光しているかを被験者が視認し易くなる。し
たがって、被験者の姿勢情報をより明確に示すことができて、被験者は、この姿勢情報に
基づいて正しい姿勢で血圧をより確実に測定できる。
【００１８】
　一実施形態の血圧計では、
　上記本体は、上記反射板と上記３つの発光素子との間に、上記液晶表示素子の平面寸法
と実質的に同じ平面寸法を有するホルダを有し、
　上記ホルダは、上記第１の方向に対して垂直な方向に関して上記３つの発光素子のそれ
ぞれに対応する領域に、上記発光素子からの光を上記第１の方向に通す発光経路を有し、
　上記ホルダのうち隣接する上記発光経路の間に相当する部分が上記仕切部を形成してい
ることを特徴とする。
【００１９】
　この一実施形態の血圧計では、上記ホルダのうち隣接する上記発光経路の間に相当する
部分が上記仕切部を形成している。したがって、追加の仕切部を設けることなく簡単な構
成で上記３つの発光素子からのそれぞれの出射光を仕切ることができる。
【００２０】
　一実施形態の血圧計では、
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　上記ホルダは、上記第１の方向に関して上記発光素子の寸法を超える厚みを有し、
　上記発光経路の上記第１の方向に対して垂直な方向の寸法は、上記第１の方向に向かう
につれて大きくなっていることを特徴とする。
【００２１】
　この一実施形態の血圧計では、上記発光経路の上記第１の方向に対して垂直な方向の寸
法は、上記第１の方向に向かうにつれて大きくなっている。したがって、上記発光経路の
上記第１の方向に対して垂直な方向の寸法が上記第１の方向に沿って一定である場合に比
べて、上記発光素子から出射する光の範囲が広くなり、上記発光素子からの光を被験者が
より視認し易くなる。
【発明の効果】
【００２２】
　以上より明らかなように、この発明の血圧計によれば、ユーザビリティを低下させるこ
となく製品の小型化を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】この発明の血圧計を被験者の手首に装着したときの外観を示す斜視図である。
【図２】上記血圧計の表示部を示す平面図である。
【図３】図２のＢ－Ｂ線に沿って切断した上記表示部の断面を示す図である。
【図４】図１のＡ－Ａ線に沿って切断した上記血圧計の本体の部分的な断面を示す図であ
る。
【図５】上記血圧計のホルダの外観を示す斜視図である。
【図６Ａ】上記血圧計の位置が被験者の心臓よりも高い位置にある状態を説明する図であ
る。
【図６Ｂ】上記血圧計の位置が被験者の心臓よりも高い位置にあるときの血圧計の表示例
を説明する図である。
【図７Ａ】上記血圧計の位置が被験者の心臓と略同じ高さ位置にある状態を説明する図で
ある。
【図７Ｂ】上記血圧計の位置が被験者の心臓と略同じ高さ位置にあるときの血圧計の表示
例を説明する図である。
【図８Ａ】上記血圧計の位置が被験者の心臓よりも低い位置にある状態を説明する図であ
る。
【図８Ｂ】上記血圧計の位置が被験者の心臓よりも低い位置にあるときの血圧計の表示例
を説明する図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　以下、この発明の実施の形態を、図面を参照しながら詳細に説明する。
【００２５】
　図１は、この発明の一実施形態の血圧計（全体を符号１で示す。）を被験者の被測定部
位としての左手首９０に装着した装着状態を示している。
【００２６】
　図１に示すように、この実施形態の血圧計１は、血圧測定用カフとしてのカフ２０と、
このカフ２０に対向して取り付けられた本体１０とを備えている。また、上記血圧計１は
、本体１０のカフ２０と反対側の外面１０ａに沿って配置された表示部１１と、本体１０
の内部で表示部１１よりも外面１０ａから遠い位置に配置された発光部としての第１から
第３の発光素子１２１～１２３とを備えている。
【００２７】
　上記カフ２０は、布製の帯状袋からなっている。上記カフ２０は、左手首９０に巻き付
けられたときに外周側に位置する外周部と、内周側に位置する内周部とを有している。カ
フ２０の外周部の一部および内周部の一部には、それぞれ図示しない面ファスナが設けら
れている。上記血圧計１は、カフ２０を左手首９０に取り巻くことで装着されている。上
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記血圧計１は、この装着状態において、上記面ファスナにより、本体１０の外面１０ａが
左手の手のひらと同じ方向を向くように固定され、左手首９０に対して保持されている。
【００２８】
　上記表示部１１は、略矩形状の広がりを有している。上記表示部１１には、被験者の血
圧に関連する情報、例えばＳＢＰ、ＤＢＰおよび脈拍数が表示される。上記発光部の第１
から第３の発光素子１２１～１２３は、カフ２０の幅方向に沿って上腕側から手側へ向か
って、第３の発光素子１２３、第１の発光素子１２１、第２の発光素子１２２の順番で一
列に配置されている。また、上記第１から第３の発光素子１２１～１２３は、同じ大きさ
を有し、互いに等しい間隔で配置されている。これらの第１から第３の発光素子１２１～
１２３は、左手首９０の角度を表す情報を表示する（詳しくは、後述する。）。
【００２９】
　図２は、表示部１１を正面から見たところを示している。また、図３は、図２のＢ－Ｂ
線に沿って切断した表示部１１の断面を示している。なお、図２，図３には、理解の容易
のためにＸＹＺ直交座標を設けている（図４，図５も同様）。
【００３０】
　図２に示すように、上記表示部１１には上記第１から第３の発光素子１２１～１２３に
対応して、略長方形状の切欠部１１０が設けられている。
【００３１】
　図３に示すように、上記表示部１１は、本体１０の内部から外面１０ａへ向かう第１の
方向、すなわち図２の下側から上側へ向かうＺ方向に、反射板１１１、第１の偏光板１１
２、下ガラス１１３、上ガラス１１４および第２の偏光板１１６を順番に有している。
【００３２】
　上記切欠部１１０は、表示部１１の反射板１１１および第１の偏光板１１２のうち、上
記第１から第３の発光素子１２１～１２３に対応する領域が切り欠かれて形成されている
。
【００３３】
　上記下ガラス１１３と上ガラス１１４とは、透明なガラス基材で構成されている。また
、上記下ガラス１１３と上ガラス１１４との間には図示しない液晶層が設けられており、
この液晶層と下ガラス１１３と上ガラス１１４とにより液晶表示素子１１５を形成してい
る。
【００３４】
　上記反射板１１１は、本体１０の外面１０ａから入射し、第２の偏光板１１６、液晶表
示素子１１５および第１の偏光板１１２を通って反射板１１１まで到達した光を反射する
。
【００３５】
　図４は、図１のＡ－Ａ線に沿って切断した本体１０の部分的な断面を示している。詳し
くは、本体１０の内部に配置された表示部１１や第１から第３の発光素子１２１～１２３
を含む各部品についての断面を示している。
【００３６】
　上記第１から第３の発光素子１２１～１２３は、本体１０の内部に設けられた基板１５
上に配置されている。上記第１から第３の発光素子１２１～１２３は、具体的には発光ダ
イオードまたは面発光レーザなどから構成されている。上記第１の発光素子１２１の発光
色は、青色であり、上記第２，第３の発光素子１２２，１２３の発光色は、橙色である。
【００３７】
　上記第１から第３の発光素子１２１～１２３と液晶表示素子１１５との間には、液晶表
示素子１１５を保持する矩形状の板状部材により構成されたホルダ１３が配置されている
。このホルダ１３は、液晶表示素子１１５と平行に延在し、ＸＹ面内で液晶表示素子の平
面寸法と実質的に同じ平面寸法を有している。
【００３８】
　上記ホルダ１３は、図５に示すように、第１から第３の発光素子１２１～１２３に対応



(7) JP 5895673 B2 2016.3.30

10

20

30

40

50

した位置にそれぞれ発光経路としての第１から第３の穴１３１～１３３を有している。こ
の第１から第３の穴１３１～１３３は、同じ大きさおよび形状を有している。上記ホルダ
１３のうち、第１の穴１３１と第２の穴１３２との間に相当する部分は、第１の発光素子
１２１から出射された光と第２の発光素子１２２から出射された光とを仕切る第１の仕切
部１４１を形成している。また、上記ホルダ１３のうち、第１の穴１３１と第３の穴１３
３との間に相当する部分は、第１の発光素子１２１から出射された光と第３の発光素子１
２３から出射された光とを仕切る第２の仕切部１４２を形成している。このため、別途、
追加の仕切部を設けることなく、既存のホルダ１３を加工することによって、簡単な構成
で第１から第３の発光素子１２１～１２３からのそれぞれの出射光を仕切ることができる
。
【００３９】
　図４に示すように、上記ホルダ１３において、上記第１から第３の穴１３１～１３３の
近傍部分の板厚は、第１から第３の発光素子１２１～１２３のＺ方向に関する寸法（厚み
）よりも大きくなっている。上記第１から第３の穴１３１～１３３のＺ方向に対して垂直
な方向、つまりＸＹ方向の寸法は、＋Ｚ方向に向かうにつれて大きくなっている。このた
め、上記第１から第３の穴１３１～１３３のＸＹ方向の寸法がＺ方向に関して一定である
場合に比べて、第１から第３の発光素子１２１～１２３から出射する光の範囲が広くなる
。したがって、第１から第３の発光素子１２１～１２３から出射する光を被験者がより視
認し易くなる。
【００４０】
　上記ホルダ１３と液晶表示素子１１５との間には、ホルダ１３の第１から第３の穴１３
１～１３３を塞ぐシート状の光拡散シート１４が介挿されている。第１から第３の発光素
子１２１～１２３から＋Ｚ方向に向かって出射された光は、それぞれ第１から第３の穴１
３１～１３３を通り、光拡散シート１４を通って拡散される。この拡散された光は、切欠
部１１０を通り、さらに液晶表示素子１１５の下ガラス１１３および上ガラス１１４と第
２の偏光板１１６を通って、本体の外面１０ａから出射し、被験者等に視認される。した
がって、光拡散シート１４により、第１から第３の発光素子１２１～１２３からの出射光
の照射範囲を広くできるとともに出射光のムラを解消できて、被験者等が出射光を視認し
やすくなる。
【００４１】
　このように、上記血圧計１では、表示部１１の反射板１１１および第１の偏光板１１２
は、第１から第３の発光素子１２１～１２３に対応する領域に切欠部１１０が設けられて
いる。そして、第１から第３の発光素子１２１～１２３から出射された光は、切欠部１１
０を通り、さらに液晶表示素子１１５および第２の偏光板１１６を通って本体の外面１０
ａから出射する。このため、第１から第３の発光素子１２１～１２３をＸＹ面に沿って表
示部１１と重ね合わせて配置できるので、ＸＹ方向に関して本体１０の面積を小さくでき
て、血圧計１の小型化を実現できる。また、上記第１から第３の発光素子１２１～１２３
から切欠部１１０を通り、さらに液晶表示素子１１５および第２の偏光板１１６を通って
出射した光は、例えば半透過型の液晶パネルを通って出射した光に比べて鮮明になる。
【００４２】
　図４中に示すように、上記基板１５上には、第１から第３の発光素子１２１～１２３の
他に、予め定められた基準方向に対する上記手首の角度を検出するための角度検出部とし
ての角度センサ４０が設けられている。また、上記基板１５上には、ＣＰＵ（Central Pr
ocessing Unit；中央演算処理装置）およびその補助回路を含む制御部５０が設けられて
いる。この制御部５０は、角度センサ４０によって検出された角度に基づいて、第１から
第３の発光素子１２１～１２３を発光させる制御を行う。
【００４３】
　次に、上記血圧計１の使用方法および動作について説明する。図６Ａから図６Ｃは、血
圧計１の使用の形態および血圧計１の表示を説明している。
【００４４】
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　血圧計１を用いて正確な血圧の測定値を得るには、血圧計１を装着した手首の位置を被
験者の心臓と同じ高さに合わせて測定を行う必要がある。この実施形態では、まず、被験
者が、血圧計１を装着した左手首９０を心臓の高さまで持ち上げた状態で、本体１０の外
面１０ａに設けられた図示しない測定開始操作部を押下し、血圧測定を開始する。このと
き、上記制御部５０は、上記角度センサ４０によって検出された左手首９０の角度に基づ
いて基準方向を定める。
【００４５】
　次に、上記制御部５０は、上記角度センサ４０によって検出された左手首９０の角度に
基づいて、被験者の姿勢情報を取得する。この姿勢情報は、検出された左手首９０の角度
が、上記基準方向に対して予め定めた許容範囲（例えば±５°）よりも大きいまたは小さ
い、あるいは上記範囲内にあるかを示すものである。
【００４６】
　そして、制御部５０は、発光制御部として働いて、上記姿勢情報に基づいて、上記第１
から第３までの発光素子１２１～１２３のうちいずれかの発光素子を発光させる。
【００４７】
　具体的には、図６Ａに示すように、検出された左手首９０の角度が上記許容範囲よりも
大きくて、左手首９０の高さが上記心臓の高さよりも高い位置にあるとき、図６Ｂに示す
ように、第２の発光素子１２２が橙色に発光する。これにより、被験者に対して左手首９
０の高さが上記心臓の高さよりも高い位置にあることを表示し、被験者が、左手首９０の
位置を下げるように促すことができる。
【００４８】
　また、図７Ａに示すように、検出された左手首９０の角度が上記許容範囲内にあり、左
手首９０の高さが上記心臓の高さと略同じ高さ位置にあるとき、図７Ｂに示すように第１
の発光素子１２１が青色に発光する。これにより、被験者に対して左手首９０の高さが上
記心臓の高さと略同じ高さ位置にあることを表示して、被験者が、左手首９０の位置を維
持するように意識させることができる。
【００４９】
　また、図８Ａに示すように、検出された左手首９０の角度が上記許容範囲よりも小さく
て、左手首９０の高さが上記心臓の高さよりも低い位置にあるとき、図８Ｂに示すように
、第３の発光素子１２３が橙色に発光する。これにより、被験者に対して左手首９０の高
さが上記心臓の高さよりも低い位置にあることを表示し、被験者が、左手首９０の位置を
上げるように促すことができる。
【００５０】
　このようにして、上記血圧計１では、上記角度検出部によって検出された角度に基づい
て上記第１から第３の発光素子１２１～１２３を発光させる。このため、上記第１から第
３の発光素子１２１～１２３によって血圧測定時における上記被測定部位の角度、すなわ
ち被験者の姿勢情報を明確に示すことができる。したがって、被験者は、この姿勢情報に
基づいて正しい姿勢で血圧を測定でき、ユーザビリティを低下させることなく、血圧計１
の小型化を図ることができる。
【００５１】
　また、上記第１から第３の発光素子１２１～１２３のうち、どの発光素子が発光してい
るかによって、被験者の姿勢情報をより明確に示すことができる。したがって、被験者は
、この姿勢情報に基づいて正しい姿勢で血圧を確実に測定できる。
【００５２】
　また、上記第１の発光素子１２１の発光色と第２，第３の発光素子１２２，１２３の発
光色とは異なっている。つまり、上記第１の発光素子１２１の発光色は青色であるのに対
して、上記第２，第３の発光素子１２２，１２３の発光色は橙色である。人間の心理とし
て、青色は容認または許可されていると直感的に把握しやすく、橙色は禁止されていると
直感的に把握しやすい。このため、上記第１から第３の発光素子１２１～１２３によって
被験者の姿勢情報をより明確に示すことができる。したがって、被験者は、この姿勢情報
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に基づいて正しい姿勢で血圧をより確実に測定できる。
【００５３】
　また、上記第１から第３の発光素子１２１～１２３からのそれぞれの出射光は、上記第
１，第２の仕切部１４１，１４２によって仕切られるので、どの発光素子が発光している
かを被験者が視認し易くなる。したがって、被験者の姿勢情報をより明確に示すことがで
きて、被験者は、この姿勢情報に基づいて正しい姿勢で血圧をより確実に測定できる。
【００５４】
　なお、上記血圧計１を左手首９０に装着するとしたが、右手首や足首、指など人体のど
こに装着してもよい。
【００５５】
　また、上記実施形態では、上記第１から第３の発光素子１２１～１２３から＋Ｚ方向に
向かって出射された光は、それぞれ第１から第３の穴１３１～１３３を通っていたが、こ
れに限られるものではない。例えば発光素子から－Ｘ方向に出射された光を図示しないミ
ラーによって＋Ｚ方向に反射させて、この反射光が発光経路としての穴を通るようにして
もよい。
【００５６】
　また、上記実施形態では、上記ホルダ１３は、第１から第３の穴１３１～１３３を有し
ていたが、これに限られるものではない。穴の代わりに例えばＵ字状の切欠部を有してい
たり、別途仕切部を設けることにより、複数の発光素子からのそれぞれの出射光を仕切っ
てもよい。
【００５７】
　また、上記実施形態では、上記第１から第３の発光素子１２１～１２３は、基板１５上
に配置していたが、本体の側部や底部など、どこに配置してもよい。
【００５８】
　また、上記実施形態では、発光部は、上記第１から第３の発光素子１２１～１２３を有
していたが、これに限られるものではない。発光素子を１つ設けて、発光素子の点滅パタ
ーンによって被験者の姿勢情報を示すようにしてもよい。また、発光素子を４つ以上設け
て、被験者の姿勢情報を示すようにしてもよい。
【００５９】
　また、上記実施形態では、第１から第３の発光素子１２１～１２３は、上腕部から手部
へ向かう方向に、第３の発光素子１２３、第１の発光素子１２１、第２の発光素子１２２
の順番で一列に位置しているが、これに限られるものではない。被験者が、それぞれの発
光素子がどのようなときに発光するか認識できて、被験者の姿勢情報を明確に示すことが
できれば、発光素子はどのように配置されていてもよい。
【００６０】
　また、上記実施形態では、上記第１の発光素子１２１の発光色は、青色であり、上記第
２，第３の発光素子１２２，１２３の発光色は、橙色であったが、第１から第３の発光素
子の発光色が全て同じ色でもよい。
【００６１】
　また、上記実施形態では、上記第１の発光素子１２１の発光色は、青色であり、上記第
２，第３の発光素子１２２，１２３の発光色は、橙色であったが、第１の発光素子の発光
色と第２，第３の発光素子の発光色とが異なっていれば、例えば赤色と黄色の組み合わせ
など、どのような発光色の組み合わせでもよい。
【符号の説明】
【００６２】
　　１　血圧計
　　１０　本体
　　１０ａ　外面
　　１１　表示部
　　１３　ホルダ
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　　２０　カフ
　　４０　角度センサ
　　５０　制御部
　　１１０　切欠部
　　１１１　反射板
　　１１２　第１の偏光板
　　１１５　液晶表示素子
　　１１６　第２の偏光板
　　１２１　第１の発光素子
　　１２２　第２の発光素子
　　１２３　第３の発光素子
　　１３１　第１の穴
　　１３２　第２の穴
　　１３３　第３の穴
　　１４１　第１の仕切部
　　１４２　第２の仕切部

【図１】 【図２】

【図３】
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【図７Ａ】

【図７Ｂ】

【図８Ａ】

【図８Ｂ】
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